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科学研究費補助金等公的研究費取扱規程 

 

（主旨） 

第１条 公益財団法人医療科学研究所（以下「医研」という。）における、文部科学省及び

独立行政法人日本学術振興会（以下「文部科学省等」という。）の科学研究費補助

金をはじめとするすべての公的研究費（以下「科研費等」という。）の取扱いにつ

いては、「補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律」（昭和 30 年法律第 179

号）、「科学研究費補助金取扱規程」（昭和 40 年文部省告示第 110 号）及び「独立

行政法人日本学術振興会科学研究補助金取扱要領」（平成 15 年 1 月 7 日規程第 17

号）（以下「関係法令」という。）に定めるもののほか、この規程に定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 この規程において｢研究者｣とは、医研で研究に従事する者であって、科研費等の

交付を受けた研究代表者及び分担金の交付を受けた研究分担者をいう。 

（研究者の責務） 

第３条 研究者は、科研費等が国民から徴収された税金等でまかなわれたものであること

に留意し、関係法令及び医研諸規程を遵守するとともに、交付の目的に従って誠

実に研究を行なうように努めなければならない。 

（最高管理責任者） 

第４条 医研における科研費等全体を統括し、管理・運営について最終責任を負うものと

して医研に最高管理責任者を置く。 

２ 最高管理責任者は、理事長とする。 

３ 最高管理責任者は、次条に規定する統括管理責任者が責任をもって科研費等の運

営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

（統括管理責任者） 

第５条 最高管理責任者を補佐し、科研費等の運営・管理について実質的な責任と権限を

持つ者として、統括管理責任者を置く。 

２ 統括管理責任者は、専務理事とする。 

（コンプライアンス推進責任者） 

第６条 医研に科研費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コン

プライアンス推進責任者を置く。 

２ コンプライアンス推進責任者は、事務局長とする。 

３ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者と共同し、医研において、次に

掲げる業務を行う。 

一 不正防止の対策を実施し、その実施状況を確認し、総括管理責任者に報告す
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ること。 

二 科研費等の運営・管理に関わる全ての研究者及び事務局員に対し、コンプラ

イアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること。 

三 研究者および事務局員が適切に科研費等の管理、執行を行っているかをモニ

タリングし、必要に応じて改善を指導すること。 

（事務局） 

第７条 科研費等の諸契約にかかわる事務、および経理事務、金銭出納等を行う事務局を

置く。 

  ２ 事務局長は、医研事務局長をもって充てる。 

（誓約書の提出） 

第８条 統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、第 11 条第１項の会計責任者その

他科研費等の管理・執行の業務を行う事務局員は、不正行為を行わない旨の誓約

書を最高管理責任者に提出しなければならない。 

２ 研究者は、科研費等の申請に当たり、不正行為を行わない旨の誓約書を最高管理

責任者に提出しなければならない。 

３ 研究者は、前項の誓約書を科研費等の申請ごとに提出するものとし、当該誓約書

の提出がない場合には、科研費等を申請することができない。 

（研究支援等） 

第９条 科研費等による研究活動は、医研の活動として位置づけ支援し、もって研究の推

進を図る。 

２ 研究者は、科研費等の応募について自発的に研究計画を企画立案し申請すること

ができる。 

３ 科研費等に係る応募申請等の諸手続に係る事務は、医研事務局が行う。 

４ 研究者は、科研費等による研究成果について自らの判断で公表することができる。

また、公表に当たっては、職務として自発的に学会等に参加できるものとする。 

（管理等の委任） 

第 10 条 研究者は、科研費等の管理、経理及び受領に関して最高管理責任者に委任するも

のとする。 

２ 委任を受け受領した科研費等は、理事長名義の預金口座にて保管・管理する。 

（管理等の事務） 

第 11 条 最高管理責任者は、前条により委任を受けた科研費等の管理、経理及び受領に関

する事務を、医研会計処理規程第６条に規定する会計責任者（以下「会計責任者」

という。）に行わせるものとする。 

２ 会計責任者は、研究課題別に収支簿を備え、その収支状況を常に把握するとと

もに、その費目別の使途を明らかにしなければならない。 

３ 科研費等による物品の購入、旅費及び謝金等の支払については、原則として医
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研の諸規程に準拠して取り扱うものとする。 

 

（設備等の寄附） 

第 12 条 研究者は、科研費等により取得・購入した設備、備品又は図書（以下「設備等」

という。）については、直ちに医研に寄附をしなければならない。ただし、直ち

に寄附することにより研究上支障が生じる場合には、研究者は文部科学省または

日本学術振興会から寄附の延期について承認を得たうえで、これを延期すること

ができる。 

２ 前項に掲げる設備等とは、耐用年数が 1 年以上のもので取得価格が 10 万円以上

20 万円未満の備品、及び耐用年数が 1 年以上のもので取得価格が 20 万円以上の

固定資産、並びに 10 万円以上の図書をいう。 

３ 寄附された設備等は、事務局において適切に管理するものとする。 

（設備等の検収） 

第 13 条 科研費等により取得・購入した設備等、印刷物及び消耗品の検収は、すべてにつ

いて発注業務を担当した事務局員以外の事務局員をもって行わなければならな

い。 

２ 外部委託者によるデータベース、プログラム又はデジタルコンテンツの開発及び

作成、機器の保守及び点検に関する検収については、検収を担当する事務局員は、

立会い、目視等による現場確認を行うものとする。 

（間接経費の譲渡等） 

第 14 条  研究者は間接経費が交付された場合は、受領後速やかに医研に譲渡しなければな

らない。 

２  最高管理責任者は、譲渡された間接経費について「競争的資金の間接経費の執行

に係る共通指針」（平成 13 年 4 月 20 日関係府省申し合わせ）に基づき、公正・

適正かつ計画的に執行しなければならない。 

（関係書類の整理、保管） 

第 15 条  会計責任者は、科研費等の経理に係る関係書類を整理し、科研費等の交付を受け

た年度終了後５年間、これを保管しなければならない。 

（相談窓口） 

第 16条  科研費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルール等についての相談窓口は、

事務局とする。 

（通報等の窓口） 

第 17条  医研内外からの科研費等の不正使用に関する情報の通報窓口は、事務局長とする。 

（不正防止計画の策定等） 

第 18 条  統括管理責任者は、不正を発生させる要因の実態の把握に努め、不正防止計画の

策定等の必要な措置を講じなければならない。 
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２  最高管理責任者は、統括管理責任者が研究活動上の不正行為の防止に関する措置

が適切に行うことができるよう、リーダーシップを発揮しなければならない。 

 

（通報等の取扱い） 

第 19 条  事務局長は、科研費等の支出等に関し、医研の内部又は外部から不正な取引の情

報提供又は通報（報道、会計検査院等の外部機関からの指摘を含む。以下「通報

等」という。）があったときは、直ちに最高管理責任者及び統括管理責任者に報

告しなければならない。 

２  最高管理責任者は、前項の通報等を受付けた日から 30 日以内に、通報等の内容

の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関

に報告するものとする。 

（調査） 

第 20 条  最高管理責任者は、通報等の内容について調査が必要と判断した場合には、調査

委員会を設置する。 

２  調査委員会は、最高管理責任者、統括管理責任者、事務局長のほか、調査の公正

性、透明性を確保するため、医研に属さない第三者であって、法律及び会計の専

門家を含むものでなければならない。 

３  前項の第三者は、医研、通報等を行った者及び通報等で不正を行ったとされた研

究者及び事務局員（以下「被通報者」という。）と直接の利害関係のない者でな

ければならない。 

４  調査委員会は、次に掲げる事項について、調査し、事実関係の認定を行う。 

一 不正の有無 

二 不正があった場合、その内容 

三 不正に関与した者及びその関与の程度 

四 不正に使用した科研費等の額 

五 その他必要な事項 

５  最高管理責任者は、必要に応じ、被通報者及びその関係者として調査の対象とな

っている医研の事務局員に対し、通報等に係る科研費等の使用停止を命じること

ができる。 

（報告等） 

第 21 条  最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象者及び調査方法その

他必要な事項について、配分機関に報告し、協議しなければならない。 

２  最高管理責任者は、通報等の受付から 210 日以内に、調査結果、不正の発生原因、

不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況、再発

防止計画を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。 

３  前項の期限までに調査が完了しない場合には、調査の中間報告書を配分機関に提
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出するものとする。 

４  前２項の規定にかかわらず、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認

された場合には速やかに事実関係の認定を行って配分機関に報告するほか、配分

機関の求めがあった場合には調査の進捗状況の報告及び調査の中間報告を配分

機関に行うものとする。 

５  医研は、調査に支障がある場合その他正当な理由がある場合を除き、配分機関に

よる資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるものとする。 

 

（権限の一部の委任） 

第 22 条  最高管理責任者は、通報等の内容の調査を迅速、かつ、適切に行うために必要が

あると認めるときは、前３条に定める最高管理責任者の権限の一部を統括管理責

任者に委任することができる。 

（処分） 

第 23 条  最高管理責任者は、不正使用の事実が明らかになった場合（不正使用が行われた

疑いがある場合を含む。）には、不正使用を行った者は医研就業規則の規定に従

い処分する。 

２  前項の場合において、不正取引に関与した業者に対する処置については、別に定

めるところによる。 

（内部監査の実施） 

第 24 条  最高管理責任者は、科研費等の管理及び経理等に関して、内部監査を受けなけれ

ばならない。 

２  内部監査は、医研の専務理事を監査責任者、事務局長を監査員として年 1 回実施

するものとする。 

３  内部監査は、必要に応じ外部の監査機関に委託して実施することができる。 

（規程の改廃） 

第 25 条  この規程の改廃は、理事長が起案し、理事会の決議を経て行う。 

（附則） 

この規程は平成 28 年 6 月 3 日から施行する。 


